
20  申告所得税

２－１    課       税       状       況

（１）  申告及び処理の状況

実 実

内

内

内

調査対象等   ：

（注） 1    加算税の「人員」欄は、延人員を掲げ、内書きは加算税の全額が異動したものを掲げた。

2    「実」は、実人員を示す。

: 1

2    法第103条による税額とは、確定申告書の提出がないために、予定納税額が年税額となった所得税額をいう。

3

(1)

(2) 　申告が期限後になった場合、又は決定があった場合に課されるもの。

(3)

（２）  既往年分の課税状況

内 内 内

内 内 内

調査対象等 ： 平成13年分以前の申告所得税の納税者について、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間の申告又は処理（更正、

決定等）による課税事績を示した。

（注）   人員欄は延人員を掲げ、内書は本税又は加算税の全額について異動を生じたものを掲げた。
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申告納税額等

千円

総所得金額等人 員 総所得金額等 人 員

千円 千円千円

申告納税額等

区 分
総 所 得 金 額 等 申 告 納 税 額 等

無申告加算税 ………… 

重加算税 ……………… 

531                     

935,786 

- 

- 

合 計

人 員

千円千円人

3,546,868

175,428 

212 

44,040,457 

325 

-

40 

- 

859,495,257 43,833,791 

55,870 

営 業 等 所 得 者

12,432,635 

7,375             

人 千円

総所得金額等 申告納税額等

確 定 申 告

修 正 申 告

決 定 ・ 増 額 更 正

減 額 更 正

更 正 請 求

異 議 申 立 決 定 等

計

-

5,656

6,099

法第103条による税額

合 計

重 加 算 税

無 申 告 加 算 税

過 少 申 告 加 算 税

合 計

申告又は処理による
増 減 差 額

加算税の増減差額

-                   

人 員 総所得金額等

用語の説明

1,258
28,619,575

納 税 額 総 計

区 分

過少申告加算税 ………　

申告納税額等

人

1,603,564

-

170,498

1,774,062

3,229

- -              

40,992,508

-

1,484,929

287,878

1,772,807

12,372,933

-              

-        

7,357
3,088,493

期限内に提出された申告が過少であった場合において、修正申告書の提出又は更正
があったことにより課されるもの。

所得の計算において、事実を隠ぺい又は仮装していた場合に、過少申告加算税又は
無申告加算税に代えて課されるもの。

人

計平 成 13 年 分 平 成 12 年 以 前 分

千円 人千円

458,375

13,619 4,750 18,369

8,9333,2515,682
-              

8,885
-              

更正請求とは、納税義務者の申告した課税標準又はこれに対する税額の計算に誤りがあったことにより納付すべき
税額が過大であるとき等一定の理由に限り、一定の期間内に更正（改め直すこと）の請求をすることをいう。

平成14年分の申告所得税の納税者について、平成15年3月31日までの申告又は処理（更正、決定等）による課税事
績を示した。

加算税とは、法定期限までに適正な申告がない場合において、その申告を怠った程度に応じて課する税であって一
種の行政罰の性格を有するものをいう。
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申告納税額等 総 所 得 金 額 等 申 告 納 税 額 等
千円 人 千円 千円

249,430 121,224 659,292,806 31,151,725 確 定 申 告

344              173               824,717           48,150             修 正 申 告

-                 -                  -                    40                   決 定 ・ 増 額 更 正

-                 -                  -                    -                    減 額 更 正

-                 -                  △ 257 △ 49 更 正 請 求

-                 -                  -                    -                    異 議 申 立 決 定 等

実 249,774 実 121,397 660,117,266 31,199,866 計

（３）  軽減免除の状況

人 百万円 百万円

-                    -                    -                             

実               52 290 47

調査対象等 ： 平成14年分の所得税の確定申告により、所得税を軽減又は免除（軽減又は免除により納付税額のなくなった者を含

合 計

災 害 被 害 者 に 対 す る 租 税 の 減 免 、 徴 収 猶 予 等 に 関 す る
法 律 第 2 条 （ 所 得 税 の 軽 減 免 除 ） の 規 定 に よ る も の

租税特別措置法
の規定によるもの

6,083,156 

-                   

-                   

-                   

1,939 

軽 減 又 は
免 除 税 額

所 得 金 額人 員区 分

1,936 

3                   

-                   -                   

-                   

-                   

-                   

そ の 他 所 得 者

人 員

6,075,687 

7,469             

人

区 分
農 業 所 得 者

千円

総所得金額等人 員

（４）  所得者区分別構成図

む）された者の事績を平成15年3月31日現在で示した。

  第25条 　（肉用牛の売却による農業所得の免税） 52 290 47
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人            員

その他所得者農業所得者営業等所得者
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